
 

 公印規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

  令和 8年 4月 1日 

 

 

 

                 名古屋市長  広  沢  一  郎 

 

 

 

名古屋市規則第89号 

 

   公印規則の一部を改正する規則 

 

 公印規則（昭和37年名古屋市規則第 9号）の一部を次のように改正する。  

別表市長印の項中 

「 

やまと 

古字 
方 21 

 

建築確認台帳 

名 古 屋 

市 長 印 

証明事務専用 

名古屋市建築

確認台帳記載

事項証明書交

付要綱に基づ

く証明事務専

用 

住宅都市

局 

建築指導

部 

建築審査

課長 

 を 

                                」 

 

 

 

 

 



「 

やまと

古字 
方 21 

 

建築確認台帳 

名 古 屋 

市 長 印 

証明事務専用 

名古屋市建築

確認台帳記載

事項証明書交

付要綱に基づ

く証明事務専

用 

住宅都市

局 

建築指導

部 

建築審査

課長 

 

に改 

やまと

古字 
方 21 

 

フラット35Ｓ等 

名 古 屋 

市 長 印 

利子補給事務専用 

名古屋市フラ

ット35Ｓ等融

資利子補給制

度要綱に基づ

く利子の補給

に関する事務

専用 

住宅都市 

局 

住宅部 

住宅企画

課長 

 

                                」 

め、同表市税事務所長印の項用途の欄中「（種別割に限る。）」を削り、「含

み、軽自動車税の環境性能割を除く」を「含む」に改める。 

 第 2号様式中 

「 

          

を        

         

」 

「 

          

に改める。 

 

」 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

廃印の措置［予定：廃止のみ］          

□ 市（区）会計管理者へ保管転換 □ 焼却 □ 溶解 

□ その他（                   ） 

廃印の措置［予定：廃止のみ］         

□ 焼却 □ 溶解  

□ その他（                   ） 


